
【参考資料】関係法令の一部抜粋 

 

労働基準法（抜粋） 

 

（作成及び届出の義務）   

第 89条   常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就

業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更

した場合においても、同様とする。  

１  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分け

て交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項  

２  賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び

支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項  

３  退職に関する事項（解雇の事由を含む。）  

３の２  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職

手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項  

４  臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合におい

ては、これに関する事項  

５  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、

これに関する事項  

６  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項  

７  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項  

８  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに

関する事項  

９  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項  

10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め

をする場合においては、これに関する事項  

 

  



健康保険法（抜粋） 

 

（定義）  

第３条  この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任

意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特

例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。  

 一～九  [略 ] 

２  この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇

労働者をいう。 [ただし書略 ] 

３  この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業

所をいう。  

 一  次に掲げる事業の事業所であって、常時５人以上の従業員を使用するもの  

  イ～タ [略 ] 

 二  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、

常時従業員を使用するもの  

 

 

厚生年金保険法（抜粋） 

 

（適用事業所）  

第６条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所（以下単に「事業  

所」という。）又は船舶を適用事業所とする。  

 一  次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時５人以上の従業員を使

用するもの  

  イ～タ  [略 ] 

 二  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所

であって、常時従業員を使用するもの  

 三  [略 ] 

  



労働者災害補償保険法（抜粋） 

 

第３条  この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。  

 

 

雇用保険法（抜粋） 

 

（適用事業）  

第５条  この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。  

２  適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料

の徴収等に関する法律（昭和 44年法律第 84号。以下「徴収法」という。）の定

めるところによる。  

 


